
 

 
 

報  告  第  ２０  号  

 

 

平成２９年度新居浜市継続費精算報告について  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、平成

２９年度新居浜市公共下水道事業特別会計継続費の精算を次のとおり報告する。  

 

平成３０年９月４日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 



 

 
     

 

平 成 ２ ９ 年 度  新 居 浜 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書  

（単位:円）

国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他 国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他 国庫支出金

県

支

出

金

地方債 その他

28 54,000,000 27,000,000 - 24,300,000 - 2,700,000 22,000,000 11,000,000 - 9,800,000 - 1,200,000 32,000,000 16,000,000 - 14,500,000 - 1,500,000

29 88,000,000 44,000,000 - 39,600,000 - 4,400,000 120,000,000 60,000,000 - 54,000,000 - 6,000,000 △ 32,000,000 △ 16,000,000 - △ 14,400,000 - △ 1,600,000

計 142,000,000 71,000,000 - 63,900,000 - 7,100,000 142,000,000 71,000,000 - 63,800,000 - 7,200,000 0 0 - 100,000 - △ 100,000

28 21,600,000 - - - - 21,600,000 0 - - - - 0 21,600,000 - - - - 21,600,000

29 23,600,000 - - - - 23,600,000 45,200,000 - - - - 45,200,000 △ 21,600,000 - - - - △ 21,600,000

計 45,200,000 - - - - 45,200,000 45,200,000 - - - - 45,200,000 0 - - - - 0

28 167,000,000 83,500,000 - 75,100,000 - 8,400,000 78,500,000 39,250,000 - 35,300,000 - 3,950,000 88,500,000 44,250,000 - 39,800,000 - 4,450,000

29 128,000,000 64,000,000 - 57,600,000 - 6,400,000 216,500,000 108,250,000 - 97,400,000 - 10,850,000 △ 88,500,000 △ 44,250,000 - △ 39,800,000 - △ 4,450,000

計 295,000,000 147,500,000 - 132,700,000 - 14,800,000 295,000,000 147,500,000 - 132,700,000 - 14,800,000 0 0 - 0 - 0

（　公共下水道事業特別会計　）

款 項 事業名

全　　体　　計　　画 実　　　　　　績 比　　　　　　　較

年度 年割額

左　の　財　源　内　訳

支出済額

左　の　財　源　内　訳

年割額と
支出済額
の差　１

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

２ 建設費
１ 建設事
　業費

単独下水道事業費（公
共下水道事業認可変更
業務委託）

２ 建設費
１ 建設事
　業費

雨水ポンプ場改築事業
（江の口雨水ポンプ場
ポンプ設備、沈砂池設

備、運転操作設備）

一般財源

特　定　財　源

２ 建設費
１ 建設事
　業費

終末処理場改築事業
（汚水ポンプ設備）

一般財源

特　定　財　源



 

 
 

参照条文  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）抜粋  

 

（継続費）  

第１４５条  （省  略）  

２  普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金額の

うち法第２２０条第３項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合に

は、その繰り越された年度）が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自

治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。  

３  （省  略）  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（決算）  

第２３３条  （省  略）  

２～４  （省  略）  

５  普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令

で定める書類を併せて提出しなければならない。  

６、７  （省  略）  




